
∴電車毎；．：‥：∵い・ヲ」＼皇、■、準ぇ与、：．モ：了；iモ‥：′こ  

提
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る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量
 
 

（人分）  

平成17年度  平成18年度  平成19年度  平成20年度  平成23年度   
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グループホーム ロ生き  

【利用者】   

0就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生  
活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者。  

l－－－－－－－－－一一冊－－－－－■・・・・・－－－－－－－一一－－－－－－－－一一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－  

1  

1   

亘 ①障害程度区分1又は障害程度区釧こ該当しなし†知的障害者又は精神障害者  
②障害程度区分2以上の知的障害者又は精神障害者であっても、利用者が特にゲルづ○ホームの利用を希望する場合  

l  

】  
－－－－－■－－－－－■－■－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿什＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿l  

【サービス内容等】  【人員配置】  

○ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日  

常生活上の接助を行う。  

○ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援  

事業所等の関係機関と連絡調整を実施。  

○ 利用期間の制限なし。  

○ サービス管理責任者  

○ 世話人   

→ 6：1以上又は10：1以上  

（主な加算（1月につき））   

【報酬単価】  

0171単位（世話人の配置基準6：1以上の場合）  

0116単位（世話人の配置基準10：1以上の場合）  
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ケアホーム共 石生活介層  

【利用者】   

0生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者b精神障害者であって、地域において自立した日常生  
活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者。  

l‾‾‾‾鵬‾‾－‾‾‾●■－－■－●■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－■・r」・・－－－－－－－－－－－－－一－一椚血一－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－【  

l  

I  

l  

l  

l  

1  

l＿＿＿＿＿  

障害程度区分2以上に該当する知的障害者及び精神障害者  
■－■■●一一一－－－－－－－－一一－－－－一舟－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－b一－－－－■－－－一■－－－－■－－－一廿－－一一一－－－D－■■■－－■“－－【一一戦－－■－－－  

【サービス内容等】  【人見配置】  

○ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は  

食事の介護等を行う。  

○ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援  

事業所等の関係機関と連絡調整を実施。  

○ 利用期間の制限なし。  

0 サービス管理責任者  

○ 世話人 6：1以上  

○ 生活支援員 2．5：1～ 9：1  

（主な加算）   

（
1
月
に
つ
き
）
 
 

【報酬単価】  

0 444単位（障害程度区分6の場合）  

i  

0 210単位（障害程度区分2の場合）   

（
1
日
に
つ
き
）
 
 



グループホーム・ケアホーム・入所施設の利用者（入居・入所者数の障害種別内訳）  

※平成20年6月 国保連データ速報値より  

主な障害による分類（「旧入所施設」については、旧身体障害者更生施設、旧身体障害者環護施設、旧身体障害者授産施設、  

旧知的確害者更生施設、旧知的障害者授産施設及び旧知的障害者通勤費を計上）  

（単位：人）  く参考〉  

旧入所施設  

（3障音別利用者数比率）  
グループホーム  ケアホーム  施設入所支援   計   

身体障害者   
248   り90   10，127   11，565  
（＋20）   （＋124）   （＋3，711）   （＋3．855）   

知的障害者   
10，280   21，534   15，922   47．736  
（十435）   （＋2，076）   （＋8，753）   （＋9．264）   

精神障害者   
8，449   3，041   152   11．642  
（＋470）   （＋416）   （＋31）   （＋917）   

計   18，977   25，765   26．201   70，943  
（＋925）   （＋2，616）   （＋10，495）   （＋14，036）  

▼■、…‾ 

一1  

1  

身体 28％†  

知的 72％  

※1括弧内については、平成20年1月におけるサービス提供量との差  

※2 利用者数に障害児は含まない。  し岬．▼－－→叫¶＿」＿－“一′＿、  

グループホーム  

（3障害別利用者数比率）  

ケアホーム  

（3障害別利用者数比率）  

施設入所支援  

（3障音別利用者数比率）  

身体1％  

身体 39％  
精神 45％   

知的 54％  

知的 84％  

29  



30   



福祉ホーム事業について  
福祉ホ岬ムとは   

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を  
利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。（法第5条第  
22項）  

※地域生活支援事業として実施  

福祉ホームの設備運営基準（概要）  

定員規模   5人以上   

居   室  原則として個室  

1人あたり9．9ポ以上   
設   備  居室、浴室、便所、管理人室、共用室   

職員配置  管理人   

国庫補助  統合補助金であることから、個別事業の所  
要額1ニ基づく配分は行っていない。   

福祉ホームの設置数  

鋤塵卜社会福祉施哉等調査掛艶  

（身体障害者：71カ所、知的障害者：68カ所、精神障害者：241カ所）  
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利用者  
一般住宅への入居が困難な状況  

にある知的障害者・精神障害者  

地域の支援体制  

福祉サービス事業者  

就労先企業  

医療機関等  

家主  
親族等  

居住サポート事業者  
（指定相談支援事業者等）   

事業内容   

○入居支援  
物件あっせん依頼、入居契約手続き支援   

024時間支援  
緊急時等の対応   

○地域の支援体制に係る調整  
関係機関等との連紹・調整   

不動産業者  
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